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はじめに  

 

 急速に進む少子化の流れを変えるために、平成 15 年 7 月に次世代育

成支援対策推進法が制定され、そのなかで地方公共団体も特定事業主

として、次世代支援対策を内容とした行動計画の策定が義務づけられ

ました。さらには、多様な人材の意欲と能力を発揮できなければ、社

会全体が持続可能なものではなくなることからも、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の意義と重要性について現在、国にお

いて検討されているところであります。  
本市としても、平成 17 年 3 月に「子どもが輝き、未来を創るまち昭

島」を基本理念に「昭島市次世代育成支援行動計画」を策定し、市民

参加のもとに地域ぐるみで「子育ての支援」と「子どもの自立支援」

に努め、地域、家庭、行政が一体となって推進できる体制づくりに努

めているところであります。こうしたことを踏まえ、本市も職員を雇

用する一事業所としての立場から、平成 18 年 1 月には、2 年間の計画

期間とした「昭島市特定事業主行動計画」を策定し、その計画期間が

いたる中で、その見直しを図り、より一層の職員の仕事と子育ての両

立支援に向けて改訂をいたしたものであります。  
むすびに、この行動計画については、職員の横断的なプロジェクト

チームの意見をもとに各任命権者が連名で策定いたしました。今後も

職員一人ひとりが、この行動計画を自分自身のものとして捉えていた

だくとともに、職員自らが率先して安心して仕事と子育ての両立を図

ることができる職場環境になるように努めてまいります。  

 

平成 20 年１月  

 

                    昭島市長  
昭島市議会議長  

昭島市教育委員会  
 昭島市選挙管理委員会  

昭島市代表監査委員  
昭島市農業委員会
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第 1 章  総論  

 
第 1 計 画 策 定 の 趣 旨  

わ が 国 の 児 童 福 祉 の 基 本 で あ る 「 児 童 福 祉 法 」 は 、 戦 後 、 困

窮 す る 児 童 を 保 護 、救 済 す る 必 要 性 と 、さ ら に 、次 代 を 担 う 児

童 の 健 全 な 育 成 を 図 る た め 、 昭 和 22 年 に 制 定 さ れ ま し た 。  
児 童 福 祉 法 の も と 、昭 和 26 年 に 制 定 さ れ た「 児 童 憲 章 」や 、

平 成 6 年 の 国 連「 児 童 の 権 利 に 関 す る 条 約 」の 批 准 に よ っ て「 児

童 の 権 利 保 障 」と い う 理 念 の 定 着 化 と あ い ま っ て 、児 童 福 祉 の

諸 制 度 は 広 く 児 童 の 最 善 の 利 益 を 保 障 す る 観 点 か ら 充 実 が 図

ら れ て き ま し た 。            

児 童 福 祉 は 、 要 保 護 児 童 の 保 護 、 救 済 と い っ た 限 定 的 な 制 度

か ら 、す べ て の 児 童 の 健 全 な 発 達 保 障 へ と そ の 対 象 に つ い て 変

遷 を た ど っ て き ま し た が 、こ れ か ら は 、社 会 ・ 経 済 状 況 の 変 化

や 価 値 観 の 多 様 化 等 を 背 景 と し て 子 育 て を 社 会 全 体 で 支 え る

視 点 か ら の 制 度 の 充 実 が 必 要 で あ り 、労 働 施 策 等 と の 連 携 を 含

め た 施 策 の 推 進 が 一 層 求 め ら れ て い ま す  
こ う し た 中 で 、 平 成 15 年 7 月 に は 、 わ が 国 に お け る 急 速 な

少 子 化 の 進 行 並 び に 家 庭 及 び 地 域 を 取 り 巻 く 環 境 の 変 化 に 対

応 し 、次 代 の 社 会 を 担 う 子 ど も が 健 や か に 生 ま れ 、育 成 さ れ る

環 境 を 整 備 す る た め に 、「 次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法（ 以 下「 次

世 代 育 成 推 進 法 」 と い う 。）」（ 平 成 17 年 度 か ら 平 成 26 年 度 ま

で の 10 年 間 の 時 限 立 法 ） が 成 立 し 、 国 ・ 地 方 公 共 団 体 と 従 業

員 300 人 を 超 え る 企 業 に 対 し て は 、次 世 代 育 成 支 援 対 策 に 関 す

る 行 動 計 画 の 策 定 も 義 務 づ け ら れ ま し た 。こ の 推 進 法 は 、さ ら

に は 、 同 月 に 「 少 子 化 社 会 対 策 基 本 法 （ 以 下 「 少 子 化 基 本 法 」

と い う 。）」 が 成 立 す る と と も に 、 平 成 17 年 4 月 に は 、 地 域 に

お け る 子 育 て 支 援 の 強 化 を 図 る た め に 、市 町 村 に お け る 子 育 て

支 援 事 業 の 実 施 、保 育 計 画 の 作 成 等 に 関 し て の 児 童 福 祉 法 が 一

部 改 正 さ れ 、 施 行 さ れ ま し た 。  
本 市 に お い て は 、 平 成 12 年 策 定 の 「 昭 島 市 児 童 育 成 プ ラ ン 」

に 基 づ き 、少 子 化 対 策 、子 育 て 支 援 を 進 め て き ま し た が 、こ う

し た 背 景 を 踏 ま え 、 平 成 17 年 3 月 に 「 昭 島 市 次 世 代 育 成 支 援

行 動 計 画 」 を 策 定 し 、 着 実 に 推 進 し て い る と こ ろ で あ り ま す 。  
ま た 、 本 市 は 一 事 業 主 と し て 職 員 を 雇 用 す る 立 場 か ら 、 次 世

代 育 成 推 進 法 第 19 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づ き 、平 成 18 年 1 月 に

「 昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 」を 策 定 し 、計 画 期 間 が 満 了 し た

こ と に 伴 い 、そ の 見 直 し を 行 い 、更 な る 次 世 代 育 成 支 援 対 策 の

効 果 的 な 推 進 を 図 る た め に 、「 第 二 次 昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計

画 （ 以 下 「 本 計 画 」 と い う 。）」 を 策 定 す る こ と に し ま し た 。  



 ２

第 ２  計 画 の 位 置 づ け  

   本 計 画 は 、「 昭 島 市 第 四 次 総 合 基 本 計 画 」 及 び 「 昭 島 市 次 世

代 育 成 支 援 行 動 計 画 」の 下 位 計 画 と し て 位 置 づ け ら れ 、少 子 化

基 本 法 、 次 世 代 育 成 推 進 法 、 児 童 福 祉 法 、 母 子 保 健 法 、 労 働 時

間 等 の 設 定 の 改 善 に 関 す る 特 別 措 置 法 、雇 用 の 分 野 に お け る 男

女 の 均 等 な 機 会 及 び 待 遇 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 、地 方 公 務 員 の

育 児 休 業 等 に 関 す る 法 律 、 昭 島 市 職 員 の 勤 務 時 間 、 休 日 、 休 暇

等 に 関 す る 条 例 、昭 島 市 一 般 職 の 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条

例 及 び 関 係 法 令 等 に 基 づ き 策 定 し ま し た 。  
 

第 ３  計 画 の 目 的  

   本 計 画 は 、職 員 が 働 き 続 け な が ら 子 育 て を す る 職 員 を 職 場 全

体 で 支 え る 環 境 を 整 備 す る こ と に よ り 、子 育 て と 仕 事 の 両 立 を

図 り 、職 員 が よ り 一 層 安 心 し て 子 ど も を 産 み 、育 て る こ と の で

き る 取 り 組 み を 構 築 し て い く こ と を 目 的 と し ま す 。  
 

第 ４  計 画 期 間  

   本 計 画 は 、 平 成 20 年 1 月 か ら 平 成 22 年 度 ま で の 3 年 3 箇

月 と し ま す 。な お 、本 計 画 を 取 り 巻 く 環 境 が 変 化 し た 場 合 に は 、

適 宜 見 直 し て い き ま す 。  
 

第 ５  特 定 事 業 主  

   本 市 で は 、 次 世 代 育 成 推 進 法 施 行 令 第 2 項 の 規 定 に 基 づ き 、

任 命 権 者 で あ る 昭 島 市 長 、昭 島 市 教 育 委 員 会 、昭 島 市 選 挙 管 理

委 員 会 、昭 島 市 代 表 監 査 委 員 、昭 島 市 農 業 委 員 会 、昭 島 市 議 会

の 議 長 を 特 定 事 業 主 と し 、 連 名 で 本 計 画 を 策 定 し ま し た 。  
 

第 ６  計 画 の 推 進 体 制  

  １  次 世 代 育 成 支 援 対 策 を 総 合 的 か つ 効 果 的 に 推 進 す る た

め に 、昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 策 定 等 検 討 委 員 会 設 置 要

綱 に 基 づ き 、 検 討 委 員 会 を 設 置 し ま す 。  
   ２  毎 年 、本 計 画 の 実 施 状 況 を 把 握 す る と と も に 、啓 発 資 料

の 作 成・配 付 、研 修 等 に よ り 本 計 画 の 内 容 の 周 知 徹 底 を 図

り ま す 。  
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第 2 章  本計画の実施内容  

 第 1 職 場 環 境 の 整 備  

 
１  子 育 て 支 援 制 度 の 周 知  

     子 育 て の 有 無 に 関 係 な く 全 職 員 が 、妊 娠・出 産 や 育 児 に

関 す る 制 度 を よ く 理 解 し 、 正 し い 知 識 を 持 つ こ と に よ り 、

職 場 で の 子 育 て へ の 理 解 と 協 力 を 得 る こ と が で き る も の

と 考 え ま す 。そ の た め に は 、わ か り や す い ハ ン ド ブ ッ ク を

作 成・配 付 し 、併 せ て 研 修 会 等 を 通 じ て 制 度 の 周 知 を 図 り

ま す 。  
    

 ①  ハ ン ド ブ ッ ク の 作 成 ・ 配 付  
     【 職 員 課 】  

子 育 て 支 援 制 度 及 び そ の 手 続 き 等 を 一 元 的 に ま と

め た ハ ン ド ブ ッ ク を 作 成 し 、 職 員 全 員 に 配 付 し ま す 。 
                  ＜ 平 成 20 年 度 実 施 予 定 ＞  

     【 全 職 員 】  
       子 育 て を し て い る 職 員 を は じ め 、子 育 て を 卒 業 し た

人 等 も 次 世 代 支 援 の 役 割 を 十 分 認 識 さ れ 、配 付 さ れ た

ハ ン ド ブ ッ ク を 熟 読 し 、職 場 に お い て 制 度 を 利 用 し や

す い 職 場 環 境 を 作 り ま し ょ う 。  
 

    ②  研 修  
     【 職 員 課 】  

次 世 代 育 成 の 必 要 性 を 認 識 し 、定 着 さ せ る た め に 全

職 員 を 対 象 に 新 任 職 員 や 管 理 職 な ど 段 階 別 な 研 修 を

行 っ て い き ま す 。   ＜ 平 成 20 年 度 か ら 実 施 予 定 ＞  
【 全 職 員 】  
  制 度 を 利 用 し や す い 雰 囲 気 の 職 場 環 境 を 作 る た め

に も 積 極 的 に 研 修 を 受 講 し ま し ょ う 。  
  

２  子 育 て 支 援 制 度 の 活 用 と 支 援  

  昭 島 市 職 員 の 勤 務 時 間 、休 日 、休 暇 等 に 関 す る 条 例 及 び

昭 島 市 一 般 職 の 職 員 の 育 児 休 業 等 に 関 す る 条 例（ 以 下「 条

例 」 と い う 。） に お け る 様 々 な 特 別 休 暇 等 の 制 度 の 有 効 活

用 と 円 滑 な 職 場 復 帰 で き る 環 境 づ く り に 努 め ま す 。  
     

①  特 別 休 暇 等 の 活 用  
     【 管 理 職 】  
       職 員 か ら 妊 娠 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 は 、妊 娠・子 育
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て に 関 す る 特 別 休 暇 等 の 制 度 に つ い て の 情 報 を 職 員

に 伝 え る な ど し 、制 度 の 活 用 の 促 進 に 努 め ま す 。育 児

休 業 の 取 得 の 申 し 出 が あ っ た 場 合 、業 務 に 支 障 が 出 な

い よ う に 、業 務 分 担 の 見 直 し や 、臨 時 的 任 用 制 度 の 活

用 な ど を 行 っ て 、職 員 が 安 心 し て 育 児 休 業 が で き る よ

う な 体 制 整 備 に 努 め ま す 。  
     【 妊 娠 中 及 び 出 産 前 後 の 女 性 職 員 】  
       産 前 産 後 休 養 、母 子 保 健 法 に 規 定 す る 保 健 指 導 又 は

健 康 診 査 を 受 け る た め の 休 暇 を 取 得 す る こ と が で き

ま す 。ま た 、時 間 外 勤 務 、深 夜 勤 務・休 日 勤 務 等 の 制

限 の 制 度 を 利 用 で き ま す 。な お 、配 付 さ れ た パ ン フ レ

ッ ト な ど を 熟 読 し 、制 度 の 適 切 な 活 用 に 努 め て く だ さ

い 。  
     【 全 職 員 】  
       育 児 休 業 制 度 や 子 ど も の 看 護 休 暇 な ど の 特 別 休 暇

等 の 制 度 を 活 用 し や す く す る た め に 、日 頃 か ら 子 育 て

支 援 に 関 す る 理 解 を 深 め る な か で 、職 場 ご と の ミ ー テ

ィ ン グ を 行 っ て く だ さ い 。職 場 の 中 で 取 得 者 が 出 た 場

合 に は 、お 互 い に 創 意 工 夫 を し て 支 援 体 制 を 作 り ま し

ょ う 。  
     

②  育 児 休 業 か ら の 円 滑 な 職 場 復 帰  
【 特 定 事 業 者 】  

育 児 短 時 間 勤 務 等 の 制 度 に つ い て は 時 宜 を 得 た 中

で 検 討 し て い き ま す 。  
【 管 理 職 】  

       育 児 休 業 か ら 職 場 復 帰 を す る 職 員 と 面 接 を 行 い 、職

場 復 帰 が ス ム ー ズ に 行 く よ う に 配 慮 を し ま す 。  
【 子 育 て 中 の 職 員 】  

 定 期 的 な 職 場 へ の 連 絡 や 市 の ホ ー ム ペ ー ジ を 見 る

な ど 、 職 場 の 状 況 の 把 握 に 努 め ま す 。  
【 全 職 員 】  

       育 児 休 業 期 間 の 職 場 の 情 報 提 供 な ど を 行 う こ と で 、

空 白 期 間 の 充 足 す る 体 制 に 努 め ま す 。  
    

３  男 性 の 育 児 参 加 の 促 進  

     男 性 職 員 が 子 育 て に 参 加 し 分 担 し て い く た め に 、子 ど も

の 出 生 時 に お け る 連 続 休 暇 及 び 育 児 休 業・部 分 休 業 の 取 得

の 促 進 を 図 る と と も に 、男 性 職 員 の 妊 娠・出 産 に 関 す る 知

識 を 深 め る よ う に 努 め ま す 。  
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①  妊 娠 ・ 出 産 に 関 す る 知 識 や 理 解 の 習 得  
     【 子 育 て 中 の 職 員 】   
       父 親 と し て の 自 覚 と 意 識 を 持 つ と と も に 、育 児 に 対

す る 責 任 を 認 識 し 、市 役 所 な ど で 実 施 す る 両 親 学 級 等

へ 母 親 と と も に 積 極 的 に 参 加 し ま し ょ う 。  
     【 管 理 職 】  

両 親 学 級 等 に 休 暇 を 取 得 し て 母 親 と と も に 参 加 で

き る 父 親 と な る 男 性 職 員 を 職 場 全 体 で 支 援 し て い く

体 制 を 作 っ て い き ま し ょ う 。  
    

②  子 ど も の 出 生 時 に お け る 父 親 の 休 暇 取 得 の 促 進  
【 特 定 事 業 者 】  

       現 在 の 出 産 介 護 休 暇 を 含 め 、配 偶 者 出 産 時 の 休 暇 制

度 の あ り 方 に つ い て 時 宜 を 得 た 中 で 見 直 し て い き ま

す 。  
【 管 理 職 】  

出 産 介 護 を 含 む 連 続 し た 休 暇 の 取 得 促 進 を 図 る た

め に 、 父 親 と な る 職 員 に 取 得 の 働 き か け を 行 い ま す 。

ま た 、必 要 に 応 じ て 職 場 で の 臨 時 応 援 体 制 を 整 え ま す 。 
【 父 親 と な る 職 員 】  

連 続 休 暇 を 取 得 す る こ と に よ る 職 場 へ の 影 響 を 考

慮 し て 、事 前 に 休 暇 届 を 所 属 長 に 提 出 す る よ う に し ま

す 。  
【 全 職 員 】  
  職 場 全 体 で 職 員 の 子 育 て を サ ポ ー ト す る 点 か ら 、育

児 休 業 を 取 得 し や す い 職 場 体 制 に つ い て 、職 場 で の 話

し 合 い の 機 会 を 持 つ よ う に し ま し ょ う 。  
 

③  男 性 職 員 の 育 児 休 業 ・ 部 分 休 業 の 取 得 の 促 進  
     【 管 理 職 】  

父 親 で あ る 職 員 に 、男 性 で も 育 児 休 業 や 部 分 休 業 が

取 得 可 能 で あ る こ と を 周 知 し ま す 。ま た 、職 場 に お い

て 、男 性 職 員 が 育 児 休 業 等 を 取 得 し や す い 環 境 づ く り

に 努 め ま す 。  
     【 子 育 て 中 の 職 員 】  

両 親 の 相 談 の う え で 、３ 歳 未 満 の 子 を 養 育 す る 男 性

職 員 は 育 児 休 業 を 取 得 す る よ う に し て く だ さ い 。  
     【 全 職 員 】  

男 性 職 員 が 育 児 休 業 を 取 得 す る こ と に つ い て の 理

解 を 深 め 、職 場 内 で 取 得 者 が 出 た 場 合 に は 、お 互 い に

創 意 工 夫 を し て 支 援 体 制 を 組 む な ど 、男 性 職 員 が 安 心
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し て 育 児 休 業 等 を 取 得 で き る よ う な 環 境 づ く り 努 め

ま す 。  
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
第 ２  職 場 ・ 職 員 の 意 識 改 革  

   
１  年 次 休 暇 の 取 得 促 進  

  子 ど も が 心 豊 か に い き い き と 育 つ た め に は 、親 子 が 共 に

過 ご す 時 間 を 十 分 に 確 保 す る 必 要 が あ り ま す 。そ の た め に

は 、子 ど も と 過 ご す た め の 休 暇 を 取 得 す る 職 員 の 意 識 改 革

を 進 め ま す 。  
 【 職 員 課 】  

休 暇 取 得 促 進 キ ャ ン ペ ー ン 等 を 実 施 し 、取 得 の 促 進 の

周 知 を 図 り ま す 。ま た 、取 得 状 況 の 低 い 部 署 に つ い て は 、

そ の 管 理 職 に 注 意 喚 起 を 行 い ま す 。  
【 管 理 職 】  

   職 員 に は 、 年 次 休 暇 を 取 得 す る よ う に 呼 び か け ま す 。 
ま た 、休 暇 計 画 表 を 作 成 す る と と も に 休 日 等 を 利 用 し

連 続 休 暇 の 取 得 を す る よ う に 呼 び か け る な ど 、年 次 休 暇

を 取 得 し や す い 環 境 づ く り に 努 め ま す 。さ ら に 、自 ら も

率 先 し て 年 次 休 暇 を 取 得 す る よ う に し て く だ さ い 。  
【 全 職 員 】  

   年 次 休 暇 を 取 得 す る 際 に は 、自 分 が 取 得 で き る よ う 担

当 業 務 の 事 前 の 調 整 等 を 行 い 、計 画 し た 休 暇 は 積 極 的 に

取 得 す る よ う に 努 め て く だ さ い 。  
 
 
 
 
 
 
 
 

◎目 標 数 値  

  以 上 の よ う な 取 り 組 み を 通 じ て 、 育 児 休 業 の 取

得 率 が  

男 性  １ ０ ％  

女 性  ９ ５ ％  

と な る よ う 目 指 す 。  

         (目 標 達 成 年 度 ： ２ １ 年 度 )

◎ 目 標 数 値  

以 上 の よ う な 取 組 を 通 じ て 、 職 員 一 人 当 た り の 年

次 有 給 休 暇 の 取 得 を 対 前 年 比 で ３ ％ 増 加 す る よ う に

努 め る 。  
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２  子 の 看 護 休 暇 の 取 得 促 進  

  こ の 看 護 休 暇 は 、職 員 以 外 に そ の 子 の 看 護 を 行 う も の が

い な い 場 合 に 、仕 事 を 休 ま ざ る を 得 な い と 認 め ら れ る と き

に 取 得 で き る こ と か ら 、た め ら う こ と な く 取 得 で き る よ う

に 職 場 全 体 で 支 援 し ま し ょ う 。  

ま た 、今 後 、対 象 年 齢 の 拡 大 な ど の 制 度 充 実 を 検 討 し て  

い き ま す 。  

 

３  時 間 外 勤 務 の 縮 減  

  子 ど も の 健 や か な 成 長 に と っ て 、家 族 で 共 に 過 ご す 時 間

は 必 要 で あ り 、そ の 時 間 を 十 分 に 確 保 す る こ と が 大 切 で す 。

そ の た め に は 、日 々 の 生 活 に お い て 親 子 で 過 ご す 時 間 の 確

保 を 図 る と と も に 、恒 常 的 な 時 間 外 勤 務 が 行 わ れ な く な る

よ う に 努 め ま す 。  
  

①  ノ ー 残 業 デ ー の 徹 底  
【 特 定 事 業 者 】  
  水 曜 日 を ノ ー 残 業 デ ー と し ま す 。  

＜ 平 成 ２ ０ 年 度 か ら 実 施 予 定 ＞  
【 管 理 職 】  

業 務 に お け る 進 行 管 理 の 適 切 な 把 握 に 努 め る 中 で 、

勤 務 時 間 内 で の 事 務 能 率 の 向 上 を 図 り 、勤 務 時 間 内 に

業 務 が 処 理 で き る よ う に 周 知 、 指 導 を し ま す 。  
さ ら に 、率 先 し て 定 時 退 庁 に 努 め 、や む を え な い 場

合 を 除 き 、職 員 に は 時 間 外 勤 務 を 命 じ な い よ う 時 間 外

勤 務 の 縮 減 に 努 め ま す 。ま た 、ノ ー 残 業 デ ー に お け る

時 間 外 勤 務 を 命 じ た 場 合 に は 、そ の 都 度 職 員 課 長 等 に

報 告 を し ま す 。ま た 、時 間 外 勤 務 の 特 に 多 い 職 員 の 状

況 の 把 握 に 努 め る と と も に 、特 定 の 職 員 に 時 間 外 勤 務

が 集 中 し な い よ う に 、業 務 配 分 、人 員 配 置 の 調 整 に 努

め ま す 。  
【 職 員 課 】  

    ノ ー 残 業 デ ー に は 、引 き 続 き 庁 内 放 送 で 定 時 の 退 庁

を 呼 び か け る と と も に 、 定 時 退 庁 の 指 導 を 行 い ま す 。 
    ま た 、定 時 退 庁 し て い な い 職 場 に つ い て は 、管 理 職

へ の 指 導 に 努 め ま す 。  
【 全 職 員 】  

    ノ ー 残 業 デ ー に は 真 に や む を 得 な い 理 由 以 外 で 超

過 勤 務 を 行 う こ と が な い よ う に し て く だ さ い 。 ま た 、

日 頃 か ら 、担 当 事 務 の 進 行 管 理 を 適 宜 行 い 、健 康 管 理

等 の 観 点 か ら で き る だ け 時 間 外 勤 務 を 行 わ な く て も
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よ い 計 画 的 な 仕 事 の 配 分 に 心 が け ま し ょ う 。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ②  業 務 の 見 直 し  

【 管 理 職 】  
事 務 事 業 評 価 制 度 に 基 づ く 業 務 の 再 点 検 を 行 い 、簡

素 で 効 率 的 な 業 務 運 営 に 努 め ま す 。ま た 、ロ ー テ ー シ

ョ ン に よ る 業 務 担 当 者 の 定 期 的 な 変 更 を 行 う こ と で 、

相 互 連 携 が 図 れ る よ う に 努 め ま す 。  
【 全 職 員 】  

職 員 自 ら が 担 当 業 務 の 効 率 的 な 事 務 執 行 に 常 に 心

が け る と と も に 、業 務 の 簡 素 化・合 理 化 等 を 意 識 し て

業 務 を 行 う よ う に し て く だ さ い 。  
 

  第 ３  そ の 他 次 世 代 育 成 支 援 対 策 に 関 す る こ と  

    
１  地 域 の 子 育 て へ の 貢 献  

      市 役 所 に 勤 務 を す る 職 員 は 、同 時 に 地 域 社 会 の 構 成 員

で あ り 、地 域 に お け る 子 ど も に 関 す る 取 り 組 み 等 に 積 極

的 な 参 加 を 促 進 し ま す 。さ ら に は 、市 の 公 共 施 設 は 地 域

社 会 の 拠 点 と な っ て お り 、子 供 連 れ の 方 で も 安 心 し て 利

用 す る こ と の で き る バ リ ア フ リ ー な 施 設 づ く り 等 に 努

め て い ま す 。  
 
     ①  子 育 て バ リ ア フ リ ー の 促 進  

【 特 定 事 業 者 】  
本 市 の 公 共 施 設 に お い て 、引 き 続 き 可 能 な 限 り 乳

幼 児 と 一 緒 に 利 用 で き る ト イ レ や ベ ビ ー ベ ッ ト 等

の 設 置 を 行 っ て い き ま す 。  
      

②  子 ど も ・ 子 育 て に 関 す る 地 域 貢 献 活 動 の 促 進  
【 全 職 員 】  

        地 域 住 民 の 自 主 的 な 防 犯 活 動 等 の 安 全・安 心 な 環

境 づ く り や 子 ど も・子 育 て に 関 す る 地 域 貢 献 活 動 に

積 極 的 に 参 加 す る よ う 心 が け ま し ょ う 。  

◎ 目 標 数 値  

  以 上 の よ う な 取 り 組 み を 通 じ て 、 各 職 員 の １ 年

間 の 超 過 勤 務 時 間 数 に つ い て は 、 人 事 院 指 針 等 に

定 め る 上 限 時 間 目 安 の ３ ６ ０ 時 間 及 び １ ５ ０ 時 間

協 定 の 達 成 に 努 め る 。             

（ 目 標 達 成 年 度 ： ２ １ 年 度 ）  
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２  子 ど も と 触 れ 合 う 機 会 の 充 実  

      子 ど も に 親 の 仕 事 を 見 せ る こ と に よ っ て 、親 の 仕 事 に

対 す る 理 解 と 学 習 機 会 の 提 供 に 努 め て い き ま す 。  
 
①  施 設 見 学 の 受 け 入 れ  

【 職 員 課 】  
  学 校 等 か ら の 施 設 見 学 の 希 望 が あ る 場 合 に は 、積

極 的 に 受 け 入 れ 、親 の 職 場 を 見 学 す る 機 会 を 作 り ま

す 。  
 
【 全 職 員 】  

         子 ど も た ち を 参 加 さ せ て 、親 の 仕 事 の 大 切 さ を 知

っ て も ら い ま し ょ う 。  
 
     ②  子 ど も の 体 験 活 動 の 支 援  

【 全 職 員 】  
年 次 休 暇 を 利 用 し て 、平 日 に 実 施 さ れ る 子 ど も の

学 校 行 事 や 子 ど も 会 行 事 等 に 参 加 す る よ う 努 め ま

し ょ う 。  
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昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 策 定 等 検 討 委 員 会 要 綱  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  次 世 代 育 成 支 援 対 策 推 進 法 （ 平 成 15年 法 律 第 120号 ） 第 19

条 の 規 定 に 基 づ き 、昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画（ 以 下「 行 動 計 画 」

と い う 。） の 策 定 及 び そ の 進 行 管 理 を す る た め 、 昭 島 市 特 定 事 業

主 行 動 計 画 策 定 等 検 討 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。） を 設 置

す る 。  

（ 所 掌 事 項 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 し 、そ の 結 果 を 市

長 に 報 告 す る 。  

(１ ) 行 動 計 画 の 策 定 に 関 す る 事 項  

(２ ) 行 動 計 画 の 進 行 管 理 に 関 す る 事 項  

(３ ) そ の 他 行 動 計 画 の 策 定 等 の う え で 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 委 員 長 、 副 委 員 長 及 び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。 

２  委 員 は 、別 表 に 掲 げ る 課 又 は 事 務 局 に 所 属 す る 職 員 を も っ て 充

て る 。  

（ 委 員 長 及 び 副 委 員 長 ）  

第 ４ 条  委 員 長 は 、 総 務 部 職 員 課 長 の 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。 

２  副 委 員 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ り 定 め る 。  

３  副 委 員 長 は 、委 員 長 を 補 佐 し 、委 員 長 に 事 故 が あ る と き 、又 は

委 員 長 が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ５ 条  委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ 委 員 長 が 招 集 す る 。  

２  委 員 長 は 、 委 員 会 の 議 長 と な る 。  

３  委 員 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、委 員 以 外 の 者 を 会 議 に

出 席 さ せ 、 説 明 を 求 め 、 又 は 意 見 を 聴 取 す る こ と が で き る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ６ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 総 務 部 職 員 課 に お い て 処 理 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、委 員 会 の 運 営 に つ い て 必 要

な 事 項 は 、 委 員 長 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 19年 ９ 月 26日 か ら 実 施 す る 。  
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別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

１  企 画 部 企 画 政 策 室  

２  市 民 部 生 活 コ ミ ュ ニ テ ィ 課  

３  保 健 福 祉 部 子 育 て 支 援 課  

４  環 境 部 清 掃 セ ン タ ー  

５  都 市 整 備 部 下 水 道 課  

６  水 道 部 業 務 課  

７  学 校 教 育 部 庶 務 課  

８  生 涯 学 習 部 社 会 教 育 課  

９  議 会 事 務 局  

10 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局  

11 監 査 事 務 局  

12 農 業 委 員 会 事 務 局  

 

 

 

昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画 策 定 等 検 討 委 員 会 開 催 状 況  

 

 

平 成 1 9 年 1 0 月 2 9 日  第 1 回 検 討 委 員 会  
○  行 動 計 画 策 定 の 背 景 や 計 画 概 要 に つ い て  

 
平 成 1 9 年 11 月 1 3 日  第 ２ 回 検 討 委 員 会  

○ 計 画 の 骨 子 （ 案 ） に つ い て  
 

平 成 1 9 年 11 月 2 6 日  第 ３ 回 検 討 委 員 会  
   ○ 行 動 計 画 （ 案 ） に つ い て  
 

平 成 1 9 年 1 2 月 1 2 日  第 ４ 回 検 討 委 員 会  
   ○ 行 動 計 画 の 最 終 案 に つ い て  
 
  庁 内 パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト 結 果  

① 募 集 期 間 ： 平 成 2 0 年 1 月 7 日 か ら 1 月 11 日 ま で  
② 意 見 数  ： １ 件 （ １ 名 ）  
③ 意 見 の 内 容 ： 次 ペ ー ジ の と お り  
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コ メ ン ト の 概 要  回   答  

【 該 当 箇 所 ： ３ ペ ー ジ 】  
第 ２ 章 「 本 計 画 の 実 施 内 容 、 第 １ 「 職 場 環

境 の 整 備 」、 ２ 「 子 育 て 支 援 制 度 の 活 用 と 支  
援 」、①「 特 別 休 暇 等 の 活 用 」、【 管 理 職 】の「 臨

時 的 任 用 制 度 の 活 用 な ど を 行 っ て 」 と い う 部

分 に つ い て  
 
【 意 見 】  
 仕 事 内 容 に よ っ て 臨 職 で は 対 応 が 困 難 な 場

合 も あ り 、 ま た 、 職 員 数 が 少 な い 職 場 で は 、

仕 事 の 割 り 振 り を 工 夫 し よ う に も 限 度 が あ る

の で 、 場 合 に よ っ て は 、 職 員 の 暫 定 配 置 の 検

討 も 必 要 で あ る と 思 う 。  

 
 職 員 の 暫 定 配 置 の ご 意  
見 に つ い て は 、組 織・健 全

化 を 進 め て い く 中 で 、人 事

配 置 の 配 慮 を 含 め た 多 様  
な 雇 用 形 態 の 職 員 の 活 用  
も 必 要 と 考 え ま す の で 、今

後 、育 児 休 業 制 度 の 更 な る

充 実 を 図 っ て い く う え で  
の 参 考 と さ せ て い た だ き  
ま す 。  

 



 

 

第 二 次 昭 島 市 特 定 事 業 主 行 動 計 画

 

 

平 成 20 年 1 月 発 行  

 

 

発 行  昭  島  市  

編 集  総 務 部 職 員 課  

 


